
概要／①窓口対応の状況

本市では、「第６次草津市総合計画」で掲げる「未来への責任」を果たすことを改革理念として、「草津市行政経営改革プラン」に基づき、

時代の変化に対応した最適な行政サービスを将来にわたって創出し、提供していくこととしている。

今回、①本市における窓口対応の状況や、②デジタル化の推進、③他自治体の動向等を踏まえ、庁舎等の開庁時間の見直しについて審議

いただくもの。

窓口対応の状況等

概要

112,689 
97,764 95,386 

71,384 

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

R2 R3 R4 R5

窓口対応件数（来庁件数）の推移★★

102,903
88,254 82,445

68,176

20,442

30,525 39,505
54,367

0

50,000

100,000

150,000

R2 R3 R4 R5

証明書発行件数の推移 ★★ その他

コンビニ

窓口

各種証明書の交付や、転出入等に係る届出の受付、これらに関連する手続について他の所属への案内役等を担う市民課では、デジタ

ル化の取組や、コンビニエンスストア等に設置するマルチコピー機による証明書の取得が可能となったことなどにより、 窓口での対応

件数は年々減少している。また、このことに伴い、対応件数のうちおよそ半数を占める各種証明書の発行についても、同様に年々減少

し、コンビニエンスストアにおける発行が増加している。

令和２年のコロナ禍と比較すると、およそ４割の減少。 令和２年と比較すると、窓口交付はおよそ3割の減少。コンビニ交付は2.5倍以上の増加。1

資料２



②デジタル化の推進／窓口業務の改革

本市では、市民サービスの向上や行政事務の効率化を図るため、行政手続のオンライン化をはじめとするデジタル化の取組を推進している。

また、スマートフォンなどのモバイル端末を用いた電子決済サービスによる市税等の納付や、身近な方が亡くなられた際の手続をワンストップ

で対応する「おくやみ窓口」の導入など、自宅で完結できる手続の拡大や、来庁時間を短縮する窓口業務の改革に取り組んでいる。

行政手続のオンライン化等の状況

2

手続の名称 電子 郵送 ｺﾝﾋﾞﾆ 手続の名称 電子 郵送 ｺﾝﾋﾞﾆ

生活 税金

転出届 ● ● 所得税の申告、市税の氏名住所・発送先変更 ● ●

住民票等交付申請 ● ● ● 税務関係諸証明書交付申請 ● ● ●

戸籍および戸籍の附票の交付申請 ● ● ● 子ども・福祉

印鑑登録証明書の請求 ● ● 児童手当等受給資格の認定請求 ● ●

マイナンバーカードの申請 ● ● 居宅（介護予防）サービス計画作成依頼 他 ● ●

水道の開閉栓 他 ● 市税、介護保険料、水道料金等の納付 ● ●

【令和６年６月開設】 おくやみ窓口のイメージ

※その他、妊娠・出産・子育てのオンライン相談や、「書かない窓口」の取組として、申請書作成支援システムの導入など、デジタル化の取組を推進している。

👤
予約

👤
事前予約の上、指定の時間に来庁

関係課 A

関係課 B

関係課 C

来庁 ワンストップ窓口

関係課の職員がリレー方式で対応 ・
・
・

・主な手続（対応できる手法に「●」を記載）



③他自治体の動向

県内の自治体では、滋賀県、大津市、彦根市が開庁時間の見直しを実施している。

県内他自治体の状況 （土曜、日曜、祝日、年末年始を除く平日）

滋賀県 大津市 彦根市 草津市(案)

実施年月 R6.7～
（R6.1～6実証実験）

R2.4～ R6.10～ R7.6～

勤務時間 8:30～17:15 8:40～17:25 8:30～17:15 8:30～17:15

開庁時間等
8:30～17:15

→    9:00～17:00
（手続等に関する窓口の受付時間を見直し）

8:40～17:25

→ 9:00～17:00

8:30～17:15

→    9:00～16:45
（その他、窓口延長サービス（※）を廃止）

8:30～17:15

→ 9:00～16:45

見直し後の電話対応 8:30～17:15

(変更なし：開庁時間と同じ)

8:00～19:00

(変更なし：コールセンターに委託）

9:00～16:45

(上記以外は代表電話で対応)

別途協議の上、定める

対象外とする所属等

消費生活センター等、法令により手
続時間が定められている窓口 など

子育て総合支援センター など
上下水道料金お客様サービス
センター、公民館 など

いずれも、病院や、図書館、体育館、美術館など、県民や市民の利用に供する施設は除く

• 見直しを行ったいずれの自治体についても、勤務時間は変更せず、開庁時間（窓口の受付時間）の見直しを行っている。

また、いずれの自治体についても、一部を除き、統一的に複数の窓口（所属）を対象として、始まりの時間・終わりの時間をともに

短縮している。 ３

（※）毎週木曜日19時まで延長



職員の対応状況等

本市の開庁時間について

草津市庁舎管理規則

（出入時間）
第１２条 庁舎に出入できる時間は、職員の執務時間内とする。

４

• 本市の開庁時間（市民等が庁舎に出入できる時間）は、例規上、職員の「執務時間内」としており、ホームページ等の案内では、「勤務

時間」と同様の「午前８時30分から午後５時15分まで」としている。

草津市職員の勤務時間を定める規程

(勤務時間)
第2条…勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで
とする。

直接的な市民対応を行う市民課等の所属では、勤務の開始と同時に来庁者の対応に当たるため、事前準備を時間外

勤務として行っている。
開庁前の対応

窓口業務は、開始から終了まで相当程度の時間を要することもあり、仮に、勤務時間終了の直前に窓口での業務を

受け付けた場合、時間外勤務が必然的に生じることとなる。

市民課における毎月10日、20日、30日の延長窓口（午後7時まで）や、マイナンバーカードの手続に係る日曜開庁

のほか、各所属における当番制による対応等については、時間外勤務として行っている。

その他開庁時間外の
対応（参考）

開庁時間を踏まえた職員の対応について

• 市民サービスの向上・維持のため、下記の場面においては、時間外勤務による対応を行っている。

閉庁後の対応

 本来、時間外勤務は、臨時的・突発的なものに対応するための措置であることから、働き方改革の観点も踏まえると、より適切な

職員の労務管理の実現を図る必要がある。

 現行の規則等では、「執務時間」を明確に規定していない。 他の自治体では、「執務時間を定める規則」を制定し、【執務時間＝職員が

サービスを提供する時間】として、職員が「勤務」する時間と「執務」を行う時間を明確に整理している事例がある。

 令和６年度職員提案の募集において、働き方改革の観点から「開庁時間の短縮」が提案され、職員の審査では高い評価※となった。
※総括副部長による審査：5点満点中、4.3点（1位／22位）



見直しの方向性（案）

本市の窓口における対応状況や、デジタル化の取組、他自治体の動向等を踏まえ、下記の３つの取組を通じた市民サービスの向上を目的

として、庁舎等の開庁時間の見直しを進める。

方向性・目的

適切かつ円滑な窓口業務の実施１

デジタル化の推進２

5

働き方改革の推進3

 窓口業務の準備に係る時間や、窓口対応に追われない時間の中での情報共有（申し送り・懸念事項の伝達など）の機会を確保

することにより、スムーズな業務の開始や、これまで以上に適切な事務の執行につなげる。

 窓口業務の前後（30分）の時間を確保することにより創出した時間を、所属内の連絡体制の充実や、課題の共有、業務の見直

しなど、窓口対応の改善等に充てる。

 電子申請サービスによるオンラインでの手続が可能な業務を拡大するとともに、窓口業務等の国の標準準拠システムへの移行

（標準化）後、「書かない窓口」の取組として、「窓口DXSaaS」の導入も視野に入れた横断的な業務の整理を検討する。

 キャッシュレス対応機器の導入を検討し、各種証明書の交付手数料や、施設の利用料の納付について、多様な手法を提供する

ことにより、来庁者の窓口での時間短縮や市民サービスの向上を図る。

 窓口業務の準備や、終了間際の対応により発生する恒常的な時間外勤務の縮減を図る。

 職員の時間外勤務を前提とした労務環境を改善し、より適切な労務管理を実現することにより、職員がこれまで以上に安心

して働くことができる職場の実現を図る。

市民サービスの向上を目的とした３つの取組

これらの３つの取組は、市民課だけでなく、全庁的に取り組む必要があることから、開庁時間の見直しについては、特定の所属

のみを対象とせず、原則、庁舎等で業務を行う全所属を対象とする。



開庁時間の設定（案）

市民課に設置している自動発券機のデータを分析した結果、全体のおよそ９割の方が9時〜16時４５分までに来庁している。

このことや、他の自治体の状況等を踏まえ、開庁：9時、閉庁：１6時45分を基本として、見直しを進める。

※実際の開庁時間については、事前の調査や、課題整理、議会への説明等を経て確定する。

来庁者数の時間帯別割合・開庁時間の設定
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※R6.4～7月の各月の来庁者数の平均値から算出したもの。市民課における１日当たりの来庁者数：約300人。
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開庁時間の見直しに向けた対応（案）

市民サービスの向上を目的とした取組であることを踏まえ、下記のとおり、ＢＰＲ（業務プロセスの再構築）や、十分な周知期間を確保した

丁寧な広報活動等の手順を経て、開庁時間の変更を実施する。

開庁時間の見直しに向けた対応
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事前課題整理／方針の決定

Step 1

 窓口関係課や庁内職員の意見等を

踏まえ、開庁時間の変更に伴い想定

される影響や課題等について、事前

に調査し、整理を行う。

 事前調査および課題の内容を整理

し、行政経営改革推進本部会議の審

議および議会の調整等を経て、開庁

時間を見直す対象施設や、時間の設

定等に係る方針を決定する。

 開庁時間の見直しに向けた方向性

を示し、全庁的な協力体制を構築

するとともに、庁内の前向きな

機運の醸成を図る。

開
庁
時
間
の
変
更
実
施

十分な周知期間・丁寧な広報

Step 3

 実施後の混乱が生じないよう、

円滑な移行に万全を期すため、

市民等に理解いただける十分な

周知期間（準備期間）を設定する。

 庁内の掲示や、広報くさつ、ホーム

ページ等により、来庁者だけでな

く、事業者や関係機関等も含めた丁

寧な広報を行う。

 デジタル技術の導入など、開庁時

間の変更後を想定した窓口改革

の取組の推進のほか、各課での

最終調整を行う。

ＢＰＲ／事前準備

Step 2

 開庁時間の変更を見据え、各所管

課における業務プロセスを再構築

し、会計年度任用職員を含む必要な

人員体制や、業務に従事する時間数

（※）を整理する。

 業務プロセスの再構築結果を基に、

必要に応じて、関係する事業者等

との調整を行う。

 新たに「（仮称）開庁時間に関する

規則(または（仮称）執務時間に関す

る規則)」を制定し、例規の整備を

行う。

(※)令和２年度に導入した会計年度任用職員制度については、令和６年度末をもって５年を経過し、更新時期を迎える会計年度任用職員の相当程度の採用（更新）が生じるため、

開庁時間の変更を見据え、人員体制や従事時間の調整を行う必要がある。



事前調査の結果、庁舎以外の施設については、各所管課から見直しの意向等がなかったことから、庁舎およびさわやか保健センターを

対象として、見直しを進める。

市職員が従事する主な公共施設（見直し対象施設）
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対象施設

施設等名称 開庁時間 閉庁日（年末年始を除く）

庁舎 【見直し対象】 ８時３０分～１７時１５分 土曜・日曜・祝日

さわやか保健センター 【見直し対象】 ８時３０分～１７時１５分 土曜・日曜・祝日

男女共同参画センター ８時３０分～１７時１５分 土曜・日曜・祝日

人権センター ８時３０分～１７時１５分 土曜・日曜・祝日

発達支援センター ８時３０分～１７時１５分 土曜・日曜・祝日

草津市立少年センター
８時３０分～１７時１５分

（相談：９時３０分～１６時）
土曜・日曜・祝日

草津市立教育研究所
８時３０分～１７時１５分

（相談：９時～１7時）
土曜・日曜・祝日

クリーンセンター
８時３０分～１７時１５分

（貸館：９時～１7時）
土曜・日曜・祝日

（貸館：日曜）

くさつエコスタイルプラザ
８時３０分～１７時１５分

（見学：９時～１7時）
土曜・日曜・祝日

（見学：日曜）

市立図書館 １０時～１８時 火曜・祝日・最終水曜

南草津図書館 １０時～２０時 月曜・祝日・最終水曜

草津宿街道交流館 ９時～１７時 月曜、祝日の翌日

史跡草津宿本陣 ９時～１７時 月曜、祝日の翌日

アーバンデザインセンターびわこ・くさつ １０時～１８時４５分 月曜・日曜・祝日



スケジュール（案）

令和7年6月からの変更に向け、取組を進める。

令和6年度 令和7年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

各所管課

総合政策部

行政経営改革
推進本部会議 幹事会

行政経営改革
推進本部会議

議会

方針検討

■8/28

協議

（検討）

■6/21 総務常任委員会（協議会）
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■9/27

審議

課題整理
（予算要求等）

■11/13

協議（課題整理

を踏まえた方針）

■11/27

審議

■12月中旬

報告②
11月
定例会

庁内通知
（課題整理依頼）

■方針（案）

決定

▲ ▲ ▼

開
庁
時
間
の
変
更
実
施

・庁内通知（ＢＰＲ依頼）
・広報活動（関係課との調整）

・ＢＰＲ／事前準備
・各所管課における広報活動

2月
定例会

■10/10

協議

（方向性）

■10/21

審議

■11月上旬

報告①


